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（1）事業所内保育施設に対する支援の充実

労働者のために事業所内保育施設の設置、運営
又は増築を行う事業主・事業主団体に、その費用
の一部を助成しています。また、保育遊具等購入
費用の一部についても助成しています。平成 21 年
度の支給件数は 433 件（うち設置は 53 件）でし
た。平成 21 年度には助成期間を 5 年間から 10 年
間に延長しています。

（2）待機児童解消に向けた保育サービスの
充実

待機児童解消に向けた保育サービスについては、
「子ども・子育てビジョン」において、潜在的な保
育ニーズにも対応した数値目標を定め、定員を毎
年 5万人ずつ増やしていくこととしています。
具体的な取組としては、まず、平成 22 年度予算

において、保育所運営費の確保による保育サービ
スの量的拡充（受入れ児童数 5 万人増）などを図
っています。
また、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、

公民館等）の活用による認可保育所の分園等の設
置を促進するため、「安心こども基金」を活用して、

集中重点的に保育所の整備などを進めています。
さらに、保育ママの事業（家庭的保育事業）に

ついても、これまで保育ママは、保育士又は看護
師に限定されていましたが、本年 4 月からは、一
定の研修を修了し、市町村長の認定を受けた方も
従事できることとし、また、予算面では本年度予
算の地方公共団体への補助額を大幅に確保（約 28
億円← 21 年度予算額約 14 億円。対象児童数 5 千
人増）するなど、その拡大を図っていくこととし
ています。

（3）放課後児童健全育成事業（「放課後子ど
もプラン」の推進）

共働き家庭など留守家庭の概ね 10 歳未満の児童
に対して、小学校の余裕教室や児童館などで、放
課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全
な育成を図っています。

［放課後児童クラブの設置状況］
全国 18,479 か所（対前年 896 か所増）
登録児童数 807,857 人（〃 1.3 万人増）
（平成 21 年 5月 1日現在）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/
houkago-jidou.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukin
tou/ryouritsu01/02.html

4．多様な子育て支援の推進など育児・介護の社会的基盤づくり

（1）事業所内保育施設に対する支援の充実【継続】〔厚生労働省〕

（2）待機児童解消に向けた保育サービスの充実【新規】【継続】〔厚生労働省〕

（3）放課後児童健全育成事業（「放課後子どもプラン」の推進）【継続】〔厚生労働省〕

（4）放課後子ども教室推進事業（「放課後子どもプラン」の推進）【継続】〔文部科学省〕

（5）子ども・子育てビジョンの策定、子ども・子育て新システムの検討【新規】〔厚生労働省〕

（6）医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出調査研究事業【新規】〔経済産業省〕

（7）中小商業活力向上事業【継続】〔経済産業省〕

（8）ソーシャルビジネスの活性化【継続】〔経済産業省〕

（9）子育て支援推進経費（私立高等学校等経常費助成費等補助金）【継続】〔文部科学省〕

（10）訪問型家庭教育相談体制充実事業【21年度限り】〔文部科学省〕

（11）家庭教育支援基盤形成事業【継続】〔文部科学省〕

（12）子どもの生活習慣づくり支援事業【新規】〔文部科学省〕

（13）認定こども園の設置促進【継続】〔文部科学省〕
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（4）放課後子ども教室推進事業（「放課後子
どもプラン」の推進）

すべての子どもを対象として、放課後や週末等
に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの
安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の
多様な方々の参画を得て、学習活動や様々な体
験・交流活動等の機会を提供する取組を、厚生労
働省と連携した総合的な放課後対策「放課後子ど
もプラン」として実施しています。

（5）子ども・子育てビジョンの策定、子ど
も・子育て新システムの検討

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平
成 21 年 12 月閣議決定）及び子ども・子育てビジ
ョンにおいては、幼保一体化を含む新たな次世代
育成支援のための包括的・一元的な制度の構築に
ついて、平成 23 年通常国会までに所要の法案を提
出するとされました。このため、関係閣僚を構成
員とする「子ども・子育て新システム検討会議」
が設置され、保育サービスを始めとする子育て支
援サービス・給付の充実に向け、議論を進めてい
ます。

子ども・子育てビジョンの策定については、Ⅰ-
2 仕事と家庭の両立支援の促進と両立できる環境
の整備　参照

（6）医療・介護等関連分野における規制改
革・産業創出調査研究事業

医療・介護・保育等の分野への民間サービス事
業者等の参入を阻害している規制や制度等の見直
しを進めるため、大規模なデータ収集・分析等の
調査研究を行う事業を実施します。

（7）中小商業活力向上事業

商店街振興組合等が行う商店街活性化の取組の
うち、少子高齢化等の社会課題に対応するものに
ついての補助を行っています。
空き店舗を活用した子育て支援施設の設置・運

営等について、平成 21 年度は 11 件の取組に対し
補助を行いました。

（8）ソーシャルビジネスの活性化

①ソーシャルビジネス支援事業
子育て支援対応や高齢者対策をはじめ多様な社

会的課題をビジネスの手法で解決するソーシャル
ビジネスの中間支援機能の強化、事業ノウハウの
他地域展開等に対して支援を行うことで、ソーシ
ャルビジネスが活性化し、社会的課題の解決に広
く活用されることを目指しています。平成 21 年度
は 30 の団体に対し補助を行っています。

②企業活力強化貸付（地域活性化・雇用促進資金）
［社会貢献型事業関連］
ソーシャルビジネス事業者が必要とする設備資

金、運転資金等に対する融資を行っています。

（9）子育て支援推進経費（私立高等学校等
経常費助成費等補助金）

預かり保育を実施する、あるいは子育て支援活
動を推進する私立幼稚園に特別な助成を行う都道
府県に対して補助しています。

（10）訪問型家庭教育相談体制充実事業

平成 21 年度、孤立しがちな保護者や仕事で忙し
い保護者等への支援手法を開発するため、地域の
子育て経験者や専門家の連携による「訪問型家庭
教育支援チーム」を設置し、家庭や企業を訪問し
て情報や学習機会の提供、相談対応を行う取組を
実施しました。

（11）家庭教育支援基盤形成事業

身近な地域において、すべての親に対する家庭
教育支援の体制が整うよう、家庭教育に関する地
域人材の養成や家庭教育支援チームの組織化、学
校等との連携により、地域の実情に応じて情報や
学習機会の提供、相談対応等を行う取組を支援し
ています。

http://www.socialbusiness.jp

http://www.houkago-plan.go.jp/
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（12）子どもの生活習慣づくり支援事業

生活環境や社会の影響を受けやすい子どもたち
の基本的な生活習慣を定着させるため、家庭や学
校、地域にとどまらず、仕事と生活の調和のとれ
た社会を実現していく観点から、企業などを含め
た社会全体の問題として、生活習慣づくりに関す
る研究協議会の開催など、全国的な普及啓発を推
進しています。

（13）認定こども園の設置促進

認定こども園の設置促進を図るため、国から交
付された交付金（安心こども基金）を財源に、各
都道府県において基金を造成し、認定こども園の
施設整備や事業に要する経費を助成しています。

〔参考〕認定こども園
幼稚園、保育所等のうち、
①就学前の子どもに幼児教育・保育を提供す
る機能（保護者が働いている、いないにか
かわらず受け入れて教育・保育を一体的に
行う機能）
②地域における子育て支援を行う機能（すべ
ての子育て家庭を対象に、子育て不安に対
応した相談活動や親子の集いの場の提供な
どを行う機能）を備える施設を、都道府県
が「認定こども園」として認定している。

（平成 22 年 4 月 1 日現在認定件数： 532 件）

http://www.youho.go.jp/
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（1）職業能力の形成支援に係る労働市場の
インフラの充実

（再掲）Ⅰ-7、自己啓発や能力開発の取組支援
参照

（2）若年者等に対する職業キャリアの支援

（再掲） Ⅰ-7、自己啓発や能力開発の取組支援
参照

（3）緊急人材育成支援事業の実施

（再掲） Ⅰ-7、自己啓発や能力開発の取組支援
参照

（4）生涯キャリア形成支援の積極展開　

（再掲） Ⅰ-7、自己啓発や能力開発の取組支援
参照

（5）社会人の学び直しニーズ対応教育推進
プログラム

大学等における教育研究資源を活用した、社会
人の再就職やキャリアアップ等に資する優れた実
践的教育プログラムの開発・実施を支援していま
す。

（6）実践型学習支援システム構築事業

学習相談や学習機会の提供等により、就業や起
業、社会参加等に至るまで、一貫して支援する実
践的な学習支援システムを構築しています。

5．職業能力の形成支援に係る労働市場の社会的基盤の整備

（1）職業能力の形成支援に係る労働市場のインフラの充実【継続】〔厚生労働省〕（再掲）

（2）若年者等に対する職業キャリアの支援【継続】〔厚生労働省〕（再掲）

（3）緊急人材育成支援事業の実施【継続】〔厚生労働省〕（再掲）

（4）生涯キャリア形成支援の積極展開【継続】〔厚生労働省〕（再掲）

（5）社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム【継続】〔文部科学省〕

（6）実践型学習支援システム構築事業【21年度限り】〔文部科学省〕
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